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市
・
県
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
る
に
は
…

6

収
入
や
所
得
が
な
く
て
も

申
告
は
必
要
で
す
か
？

収
入
や
所
得
が
な
く
て
も

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人
は
、
市
民
税
・
県
民
税
申
告

を
お
願
い
し
ま
す
。

① 

16
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険
加

入
者
と
そ
の
世
帯
主

②
介
護
保
険
加
入
者

③
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者

④
市
営
・
県
営
住
宅
入
居
者

⑤ 

所
得
・
課
税
証
明
書
が
必
要
な

人
⑥ 

年
末
調
整
、
確
定
申
告
等
で
、

市
内
に
住
む
親
族
の
扶
養
に
な
っ

て
い
な
い
人

申
告
で
は
、
ど
の
よ
う
な

書
類
が
必
要
で
す
か
？

次
の
書
類
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

①
印
鑑

② 

源
泉
徴
収
票
等
の
収
入
の
証
明

と
な
る
も
の
（
事
業
所
得
者
は

収
支
内
訳
書
等
、
利
子
や
配
当

が
あ
る
人
は
支
払
調
書
）

③ 

雑
損
、
医
療
費
、
社
会
保
険
料
、

生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
等

の
控
除
を
受
け
る
人
は
、
領
収

書
又
は
証
明
書
等

※
国
民
年
金
保
険
料
を
控
除
に
と

る
人
は
、
社
会
保
険
庁
か
ら
送
付

さ
れ
て
い
る
「
社
会
保
険
料
（
国

民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

の
添
付
等
が
必
要
で
す
。

④ 

障
害
者
控
除
を
受
け
る
人
は
、

障
害
者
手
帳
な
ど

確
定
申
告
を
し
て
、
所
得

税
が
非
課
税
と
な
り
ま
し

た
が
、
市
民
税
・
県
民
税
は
課
税

さ
れ
ま
し
た
。
な
ぜ
で
す
か
？

所
得
税
と
市
民
税
・
県
民

税
で
は
、
控
除
の
金
額
や

課
税
の
計
算
方
法
が
異
な
る
た
め
、

同
じ
所
得
金
額
で
も
、
所
得
税
は

非
課
税
で
、
市
民
税
・
県
民
税
は

課
税
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
確
定
申
告
を
す
る
際

に
は
、
社
会
保
険
料
控
除
、
生
命

保
険
料
控
除
、
障
害
者
控
除
、
寡

婦
（
夫
）
控
除
、
扶
養
控
除
な
ど

を
忘
れ
ず
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

営
業
収
入
等
の
収
支
内
訳

書
は
市
で
作
成
し
て
も
ら

え
ま
す
か
？

作
成
は
し
ま
せ
ん
。
営
業

収
入
、
農
業
収
入
、
不
動

産
収
入
等
の
あ
る
人
は
、
申
告
の

前
に
、
収
支
内
訳
書
を
作
成
し
て

く
だ
さ
い
。
収
支
内
訳
書
が
作
成

さ
れ
て
い
な
い
と
、
申
告
を
受
け

付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

医
療
費
控
除
を
受
け
た
い

の
で
す
が
必
要
な
書
類
は

何
で
す
か
。
市
で
作
成
し
て
も
ら

え
ま
す
か
？

支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収

書
と「
医
療
費
の
明
細
書
」

（
こ
の
広
報
と
同
時
配
布
の
「
還

付
申
告
説
明
会
の
お
知
ら
せ
」
の

裏
面
に
あ
り
ま
す
。）が
必
要
で
す
。

事
前
に
診
療
を
受
け
た
人
ご
と
・

医
療
機
関
ご
と
の
計
算
書
を
作
成

し
て
く
だ
さ
い
。
収
支
内
訳
書
と

同
様
に
、
市
で
は
計
算
や
明
細
書

の
作
成
は
行
い
ま
せ
ん
。

※
健
康
保
険
、
生
命
保
険
の
制
度

等
か
ら
の
補
て
ん
金
分
は
、
医
療

費
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。
ま
た
、

市
役
所
で
申
告
し
た
場
合
、
医
療

費
の
領
収
書
は
お
返
し
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

QAQA

Q

AQA

QA

市
で
は
、
２
月
16
日
㈫
か
ら
３
月
15
日
㈪
ま
で
『
平
成
22
年
度
市
民
税
・

県
民
税
申
告
』
と
『
平
成
21
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告
（
還
付
申
告
な
ど

の
簡
易
な
申
告
の
み
）』
の
申
告
相
談
を
行
い
ま
す
。
事
前
に
準
備
し
て

い
た
だ
き
た
い
書
類
や
お
問
い
合
わ
せ
の
多
い
こ
と
に
つ
い
て
ご
案
内
し

ま
す
の
で
、
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。
相
談
日
程
等
に
つ
い
て
は
、
２

月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。　
　
　

★
課
税
課
市
民
税
係　

☎
㉕
１
１
２
３

税
の
申
告
そ
の
前
に

Ｑ
＆
Ａ
で
事
前
チ
ェ
ッ
ク
を
！

Ｑ
＆
Ａ
で
事
前
チ
ェ
ッ
ク
を
！

　

所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
で

控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
額
を
翌
年

度
分
の
市
民
税
・
県
民
税
か
ら
控

除
す
る
「
住
宅
借
入
金
等
特
別
税

額
控
除
」
の
制
度
が
創
設
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
平
成
21
年
か
ら

平
成
25
年
の
間
に
、
新
築
又
は
増

改
築
し
た
住
宅
へ
入
居
し
た
人
が
、

一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
適

用
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
控
除
の
適
用
を
受
け
る
に

は
１
年
目
は
税
務
署
で
の
確
定
申

告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
２
年
目

以
降
は
、
給
与
所
得
の
み
の
人
は
、

年
末
調
整
に
よ
り
控
除
の
適
用
を

受
け
れ
ば
、
市
へ
の
申
告
は
原
則

不
要
で
す
。

　

給
与
以
外
の
所
得
が
あ
る
人
も
、

確
定
申
告
に
よ
り
控
除
の
適
用
を

受
け
れ
ば
市
へ
の
申
告
は
原
則
不

要
と
な
り
ま
す
。

　

平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
ま
で

に
入
居
し
て
現
行
の
制
度
で
控
除

の
適
用
を
受
け
て
い
る
人
も
、
年

末
調
整
で
控
除
の
適
用
を
受
け
た

（
給
与
所
得
の
み
の
人
）
か
、
確

定
申
告
に
よ
り
控
除
の
適
用
を
受

け
た
場
合
は
、
市
へ
の
申
告
は
原

則
不
要
と
な
り
ま
す
。

最
初
の
年
は
…

　

税
務
署
で
確
定
申
告
を
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「
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促

進
に
関
す
る
法
律
」
が
昨
年
６
月

４
日
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

建
築
主
が
、
住
宅
を
建
築
す
る

方
法
や
維
持
・
保
全
す
る
た
め
の

計
画
（
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計

画
）
を
作
成
し
、
県
や
市
で
「
長

期
優
良
住
宅
」
の
認
定
を
受
け
る

と
、
固
定
資
産
税
に
お
け
る
新
築

住
宅
軽
減
の
期
間
が
延
長
さ
れ
、

そ
の
住
宅
に
対
す
る
固
定
資
産
税

が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

所
有
者
（
建
築
主
）
の
み
な
さ

ん
は
、次
の
と
お
り
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

【
対
象
住
宅
の
要
件
】

○ 

平
成
21
年
６
月
４
日
〜
平
成
22

年
３
月
31
日
に
新
築
さ
れ
た
住

宅
○
床
面
積
要
件

50
㎡
（
共
同
住
宅
に
あ
っ
て
は

40
㎡
）
〜
２
８
０
㎡

※
併
用
住
宅
に
あ
っ
て
は
、
居
住

部
分
が
全
体
の
２
分
の
１
を
超
え

て
い
る
場
合
の
居
住
部
分
面
積
要

件
の
範
囲
で
あ
る
こ
と
。

【
減
額
の
期
間
・
割
合
・
床
面
積
】

○
減
額
の
期
間

・
一
般
新
築
住
宅

　

３
年
度
分
↓
５
年
度
分
に
延
長

・
中
高
層
耐
火
建
築
物

　

５
年
度
分
↓
７
年
度
分
に
延
長

○ 

減
額
対
象
床
面
積
と
減
額
の
割

合
・ 

１
戸
当
た
り
居
住
部
分
１
２
０

㎡
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
額
を

２
分
の
１
に
減
額

【
減
額
を
受
け
る
手
続
き
】　

○
申
告
期
間

・ 

平
成
22
年
１
月
１
日
ま
で
に
新

築
さ
れ
た
認
定
長
期
優
良
住
宅

は
１
月
31
日
ま
で

○
申
告
に
必
要
な
書
類

・ 

課
税
課
資
産
税
家
屋
係
窓
口
備

え
付
け
の
申
告
用
紙

・ 

所
管
行
政
庁
よ
り
公
布
さ
れ
た

認
定
長
期
優
良
住
宅
で
あ
る
こ

と
を
証
す
る
書
類
の
写
し

【
減
額
申
告
先
・
問
い
合
わ
せ
先
】

★ 

課
税
課
資
産
税
家
屋
係
☎
㉕ 

１
１
２
１

※
平
成
21
年
中
の
家
屋
の
取
り
壊

し
に
つ
い
て
も
、
右
記
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

固定資産税
が

減額されます

長期優良住宅の
認定を受けると

税務署からのお知らせ  ☎㉒２１１１
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本庄店

本庄税務署

本庄駅

南口

申
告
相
談
会
場
は
こ
ち
ら
で
す

開設期間　２月１日㈪～３月31日㈬
　　 　　　（土・日・祝日は除く）
受付時間　午前９時～午後４時

※所得税の確定申告期限は３月15日㈪です。
※個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告期限
は３月31日㈬です。

還付申告はお早目に！

　２月16日㈫からの申告時期は、申告会
場が非常に込み合いますので、本庄税務
署では、下記の通り所得税の還付申告説
明会を行います。

◇　給与所得者の医療費控除説明会
　　２月３日㈬　午前10時～正午
◇　年金所得説明会
　　２月３日㈬　午後２時～４時

〈会　場〉
本庄市中央公民館１階実習教室Ａ・Ｂ

※所得税の還付申告相談は、１月４日㈪
から本庄税務署で行っています。還付申
告をする人は早めに申告してください。

e-Tax　（国税電子申告・納税システム）についての説明会を開催します

開 催 日 時 会 　 　 場 ・ 受付は説明開始30分前からで、予約は
不要です。
・筆記用具をご持参ください。　
・会場で確定申告書の作成はできません。
・個別のご相談はご遠慮ください。

１月19日㈫　午前10時～正午 本庄市中央公民館

１月20日㈬　午前10時～正午 上里町役場４階


